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 ２０２４．４．１ 生活指導部保健担当 

熱中症予防・光化学スモッグ被害予防のための対応 

 

① 資料を参照のうえ、熱中症・光化学スモッグに関して理解しておく。 

『熱中症対策ガイドライン』東京都教育委員会 ＊P３～５抜粋あり 

『熱中症警戒アラート全国運用中！』環境省・気象庁 ＊P６ 

② 各活動の際は、環境省『熱中症予防情報サイト』の「暑さ指数の実況と予測」「熱中症警戒アラ

ート」を確認し、参考にする。また、熱中症指数計を用いて活動場所のWBGTを確認し、職員

室の校庭への扉に掲示してある『熱中症予防運動指針』に従って活動を検討する。熱中症指数

計は職員室の金庫の上にある。（持ち出し用の小さいサイズのものも１台ある）使用後はもとの

場所にもどす。WBGT３１℃以上の場合は運動は原則中止、２８～３０℃の場合は厳重警戒で、

激しい運動は中止、暑さに弱い人は運動を軽減または中止。 ＊P2参照 

③ 生徒には寝不足や体調不良の状態で活動に参加することのないよう事前に指導する。また水分

補給が十分できるように必ず水筒を持参させる。 

④ 活動は『熱中症予防運動指針』に従って、生徒の健康観察をしながら行う。気温や室温、天候

によっては活動時間や内容を変更するなどの措置をとる。また水分補給・休憩のとり方に注意

する。体育館、柔剣道場はエアコンを活用する。 

⑤ 休日や夏休みは、体調不良の生徒対応のために木工室のエアコンを稼働させておく。その日の

最終部活顧問がエアコンのスイッチオフと施錠を確実に行う。 

⑥ 養護教諭不在時に体調不良の生徒を保健室で休養させる場合は、必ず教員が付き添う。 

⑦ 夏休み中は日直が 9時、１２時、１５時に校庭のＷＢＧＴを測定して職員室の表示場所に表示

し、日直日誌に記録する。部活動は、活動中も顧問が随時ＷＢＧＴを確認し『熱中症予防運動

指針』に従って対応する。 

⑧ 光化学スモッグの情報が発令された（防災無線）ときには、職員室の校庭への扉に掲示の『光

化学スモッグに対する措置等一覧表』に基づいて対応する。 ＊P７ 

保健室常備品 

＜冷蔵庫＞ 経口補水液 体を冷やすためのスプレー（水） ネッククーラー（オリパラ配布品） 

＜冷凍庫＞ 氷（小分けになっているものから使用） アイスノン 保冷剤  

＜冷蔵庫の上＞ 氷のう アイスノンや保冷剤のカバー 塩分チャージタブレット うちわ  

扇子  

 

＊光化学スモッグ＊ 

晴れまたはうす曇りで気温が高く風があまりないときに発生しやすい。日射しが強いと、特に発生しやすい。 

光化学スモッグ学校情報が出たら、屋内に入り、窓やカーテンを閉める。 

＊症状：眼がチカチカする、涙が出る、のどが痛いなどの症状が出る。呼吸が苦しい、手足のしびれ、めま 

い、頭痛などの重い症状が出ることもある。症状の発現には個人差がある。 

＊処置：水道水で洗眼、うがいをする。涼しい屋内で安静にする。 

◎洗眼、うがいをして休養しても改善しない時、息苦しさで胸が苦しくなったときは医師の診察を受ける。 
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